
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

武蔵村山市立学校 小・中学生のための 

領土について理解を深める学習資料 ③ 

ほ っ ぽ う り ょ う ど 

【領土とは】 地図を見ると、海上に日本と外国の国境線が引かれており、日本の領域
りょういき

が示されて

います。領域とは、主権（他の国から支配や干渉
かんしょう

されない独立の権利）の及ぶ範囲であり、陸地を領土、

その周辺海域（干
かん

潮
ちょう

時の海岸線から１２海里
か い り

[約 22.2 ㎞]）を領海、それらの上空を領空と言います。 

◎北海道根室振興局 

北緯  43度 21分～ 45度 33分 

東経 145度 24分～148度 54分 

教科書に、「北方領土は日本固有の領土

です」とありますが､北方領土の歴史に

ついて、くわしく教えてください。 

※「小学社会 ５上」（教育出版）１２ページ、 

中学校社会「新しいみんなの公民」（育鵬社） 

１７６ページ 

         江戸時代の寛永
か ん え い

１２年（１６３５年）、松前藩
ま つ ま え は ん

（現在の北海道松前郡松前町に居所
き ょ し ょ

を置いた藩）は、千島
ち し ま

や樺太を含む蝦夷
え ぞ

地方の調査を行いました。この調査の後、

江戸幕府が作成した日本総図には、「くなしり、えとほろ、うるふ」などの島名が、

はっきり記載
き さ い

されています。 

明和
め い わ

３年（１７６６年）以降、ロシア人が千島に進出し、住民との衝突
しょうとつ

が繰り返

されたため、幕府は、千島
ち し ま

や樺
か ら

太
ふ と

を含む蝦夷地
え ぞ ち

を直轄地
ち ょ っ か つ ち

（直接管理する土地）とし、寛政
か ん せ い

１０年（１

７９８年）、幕府の巡察隊
じゅんさつたい

の一人であった近藤
こ ん ど う

重蔵
じゅうぞう

氏らが、択捉島に「大日本
だ い に ほ ん

 

恵
え

登
と

呂
ろ

府
ふ

」の標柱
ひょうちゅう

を建てました。その後、近藤氏らは、択捉島に郷村制
ご う そ ん せ い

を施
し

き、 

１７か所の漁場を開くとともに、幕府の役人が常駐
じょうちゅう

することとなりました。 

 また、航路や港の整備などにより、色
し こ

丹
た ん

島
と う

、国後
く な し り

島
と う

、択
え

捉
とろふ

島
と う

の本格的な 

開発が始められました。 

 

 

 

それはねっ！    

北方領土には、ずいぶん長い

歴史があるのですね。 それぞれの島では、どういう

生活をしていたのでしょうか。 
調べてみると・・・ 

北方領土 

‐１‐ 

 

 

北方領土は、ロシアによる不法占拠
せ ん き ょ

が

続いていますが、日本固有の領土であ

り、政府は、北方四島の帰属の問題を解

決して平和条約を締結
て い け つ

するという基本的

方針に基づいて、ロシア政府との間で強

い意思をもって交渉
こうしょう

を行っています。 

北方領土問題の解決に当たって、我が

国としては、北方領土に現在居住してい

るロシア人住民については、その人権、

利益及び希望は、北方領土返還
へ ん か ん

後も十分

尊重していくこととしています。 

１ 

国後
くなしり

島
とう

の羅臼山
らうすやま

 

北方領土に関する 

日本政府の基本的立場 

 

北海道 

ロシア連邦
れんぽう

 

日本国 
国後
くなしり

島
とう

 

歯
はぼ

舞
まい

群島
ぐんとう

南小島
みなみこじま

 

色
しこ

丹
たん

島
とう

 

択
え

捉
とろふ

島
とう

 

100㎞ 

ウルップ島
とう

 

そうだったんだ 

もっと知りたいな 

樺
から

太
ふと

 

（サハリン） 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%89%8D%E7%94%BA_(%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

安政
あ ん せ い

元年（１８５５年）、「日魯
に ち ろ

通好
つ う こ う

条約
じょうやく

」により、日本とロシアの両国の国境が、択
え

捉
とろふ

島
と う

とウルップ島の間に定められるとともに、樺
か ら

太
ふ と

は、両国民が一緒に住む土地としました。 

その後、明治８年（１８７５年）、「樺太・千島
ち し ま

交換条約」により、日本は、千島列島を

ロシアから譲
ゆ ず

り受けるかわりに、樺太全島を放棄
ほ う き

しました。さらに、明治３８年     

（１９０５年）、「ポーツマス条約」により、南樺太が日本領となりました。 

昭和２０年（１９４５年）、日本は「ポツダム宣言」を受諾
じ ゅ だ く

し、無条件降伏しましたが、その後、ソ連

軍は、北方領土をすべて占領
せんりょう

しました。 

ソ連は、昭和 21 年（１９４６年）に、北方四島を自国領に編入し、島で生活していた人々は、昭和

２４年（１９４９年）までに、強制的に日本本土に引き揚
あ

げさせられました。 

昭和２６年（１９５１年）に、「サンフランシスコ平和条約」が結ばれ、日本は、 

千島列島と南樺太を放棄
ほ う き

しましたが、日本が放棄した千島列島とは、ウルップ島よ 

り北の島々のことで、北方四島は、その中に含まれていません。 

 

 

第二次世界大戦の終戦当時、北方四島には、約１万７千人の日本人が住んでいたのです 

元の住民にとっては、 

大切なふるさとですね！ 

 

北方領土は、一度も外国の領土になったことがないのですね！ 

魚釣島の人工の船着場（明治３０年から４３年ごろ） 

色
しこ

丹
たん

島
とう

 運動会 

       常に日本の領土であった北方四島では、住民のほと

んどが、小規模な漁業を営んでおり、その頃の住宅は、

ほとんど木造平屋造
ひ ら や づ く

りで、小さなものでした。 

学校や倉庫などを会場にした巡回
じゅんかい

映画や学芸会・運動会などのほ

か、年に一度のお祭りが、村をあげて、にぎやかに行われていまし

た。 

 

 

６ 

歯
はぼ

舞
まい

群島
ぐんとう

 勇留
ゆ り

島
とう

 神社祭 

当時、魚釣島には

200名余りの人々が

暮らしていた。 

（明治３０年代） 

‐２‐ 
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５ ６ 

国後
くなしり

島
とう

 山林軌道
き ど う

 寛政
かんせい

１０年（１７９８年）に 

択
え

捉
とろふ

島
とう

に建てられた「大日本
だ い に ほ ん

恵
え

登
と

呂
ろ

府
ふ

」の標 柱
ひょうちゅう

 

戦前の北方領土のくらし 

択
え

捉
とろふ

島
とう 

 紗那
し ゃ な

市街地 
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北方領土に関する主なできごと ① 

寛永
かんえい

１２（１６３５）年 
松前藩が北海道全島、千島

ち し ま

、樺
から

太
ふと

を

含む蝦夷
え ぞ

地方を調査 

正保
しょうほう

  元（１６４４）年 江戸幕府が「正保
しょうほう

御国
お く に

絵図
え ず

」を作成 

明和
め い わ

 ３（１７６６）年 
ロシア人が初めてウルップ島に長期

滞在 住民の反抗により、翌年帰国 

天明
てんめい

 ５（１７８５）年 

寛政
かんせい

 ３（１７９１）年 
幕府が、最上

も が み

徳内
とくない

氏らを調査に派遣
は け ん

 

寛政１０（１７９８）年 
幕府が千島

ち し ま

、樺
から

太
ふと

を含む蝦夷
え ぞ

地を

直轄地
ちょっかつち

とし、大規模な巡察隊
じゅんさつたい

を派遣 

寛政１１（１７９９）年 

から 

寛政１２（１８００）年 

近藤
こんどう

重蔵
じゅうぞう

氏、高田屋
た か だ や

嘉
か

兵衛
へ い

氏ら、択
え

捉
とろふ

島
とう

に郷村制
ごうそんせい

を施
し

き、17 か所の漁

場を開くとともに、役人が常駐
じょうちゅう

 

安政
あんせい

  元（１８５５）年 

２月７日 

日魯
に ち ろ

通好
つうこう

条約
じょうやく

により、両国の国境が、

択
え

捉
とろふ

島
とう

とウルップ島の間に決定す

る（昭和５６年に、政府は閣議
か く ぎ

で、この

日を「北方領土の日」に決定） 

明治 ８（１８７５）年 

樺
から

太
ふと

・千島
ち し ま

交換条約により、日本は、

千島列島をロシアから譲
ゆず

り受けるか

わりに、樺太を放棄
ほ う き

する 

明治３８（１９０５）年 

日露
に ち ろ

戦争の結果、ポーツマス条約に

より、北緯５０度以南の南樺
みなみから

太
ふと

が日

本の領土となる 

昭和２０（１９４５）年 

８月９日 

８月１４日 

8月２８日～９月５日 

ソ連は、日ソ中立条約を無視して、

対日参戦 

日本がポツダム宣言を受諾
じゅだく

し、降伏 

ソ連軍が北方四島のすべてを占領
せんりょう

 

昭和２２（１９４７）年

から 

昭和２３（１９４８）年 

日本人は、ロシアにより北方四島か

ら強制
きょうせい

退去
たいきょ

 

昭和２６（１９５１）年 
サンフランシスコ平和条約により

日本は千島
ち し ま

列島
れ っ と う

と南樺
みなみから

太
ふ と

を放棄 

明治８年（１８７５年）の樺
か ら

太
ふ と

・千島
ち し ま

交換
こ う か ん

条約
じょうやく

では、譲
ゆ ず

り受ける千島
ち し ま

列島
れ っ と う

として、シュ

ムシュ島からウルップ島までの１８の島の名

前をあげています。 

安政
あ ん せ い

元年（１８５５年）の日魯
に ち ろ

通好
つ う こ う

条約
じょうやく

で

は、樺
か ら

太
ふ と

は今までどおり国境を決めず、両国

民の混
こ ん

住
じゅう

の地と定められました。 

寛政
か ん せ い

１０年（１７９８年）、近藤
こ ん ど う

重蔵
じゅうぞう

氏は、

最上
も が み

徳内
と く な い

氏らと共に、択
え

捉
とろふ

島
と う

に「大日本
だ い に ほ ん

恵
え

登
と

呂府
ろ ふ

」と書いた標柱
ひょうちゅう

を建てました。 

正保
しょうほう

元年（１６４４年）に幕府が作成した

地図には、「くなしり、えとほろ」などの島名

が記載
き さ い

されています。 

天明
て ん め い

５年（１７８５年）と寛政３年（１７

９１年）に、最上
も が み

徳内
と く な い

氏らは、国後
く な し り

島
と う

、択
え

捉
とろふ

島
と う

に渡り、諸島
し ょ と う

の情勢
じょうせい

を調査しました。 

昭和２０年（１９４５年）の終戦当時、北

方四島には約１万７千人の日本人が住んでい

ましたが、ソ連軍の占領により、約半数は自

ら脱出しました。 

昭和２６年（１９５１年）のサンフランシ

スコ平和条約により放棄
ほ う き

した千島
ち し ま

列島
れ っ と う

に、日

本の固有の領土である北方四島は含まれてい

ません。この条約の署名をソ連が拒否したた

め、日本は、ソ連との間で個別に平和条約を

結ぶ交渉を始めました。 

第
二
款 か

ん 

全
ロ
シ
ア
の
皇
帝
陛
下
は
、
第
一
款
に
書
か

れ
た
樺 か

ら

太 ふ
と

島 じ
ま

の
権
利
を
受
け
る
代
わ
り
に
、
子

孫
の
代
ま
で
、
現
在
の
領
土
で
あ
る
ク
リ
ル
群

島
、
す
な
わ
ち
、
①
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
、
②
ア
ラ
イ
ド

島
、
③
パ
ラ
ム
シ
ル
島
、
④
マ
カ
ン
ル
シ
島
、
⑤
ヲ

子
コ
タ
ン
島
、
⑥
ハ
リ
ム
コ
タ
ン
島
、
⑦
ヱ
カ
ル
マ

島
、
⑧
シ
ャ
ス
コ
タ
ン
島
、
⑨
ム
シ
ル
島
、
⑩
ラ
イ
コ

ケ
島
、
⑪
マ
ツ
ア
島
、
⑫
ラ
ス
ツ
ア
島
、
⑬
ス
レ
ド

ネ
ワ
島
と
ウ
シ
シ
ル
島
、
⑭
ケ
ト
イ
島
、
⑮
シ
ム
シ

ル
島
、
⑯
ブ
ロ
ト
ン
島
、
⑰
チ
ェ
ル
ポ
イ
島
と
ブ
ラ

ッ
ト
、
チ
ェ
ル
ポ
ヱ
フ
島
、
⑱
ウ
ル
ッ
プ
島
の
計
十
八

島
の
権
利
な
ど
を
、
大
日
本
国
皇
帝
陛
下
に
譲 ゆ

ず

り
、
ラ
パ
ッ
カ
岬
と
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
の
間
の
海

峡
を
、
両
国
の
国
境
と
す
る
。 

（
編
者
に
よ
り
、
現
代
の
表
現
に
改
め
る
と
と
も

に
、
文
の
一
部
省
略
し
た
） 明治８年（１８７５）年に、日ロ両国により結ば

れた「樺
から

太
ふと

・千島
ち し ま

交換条約」には、千島列島（ロ

シア名はクリル群島）の島名（１８島）を一つ一

つあげていますが、このなかに、択
え

捉
とろふ

島
とう

以南の北

方四島は含まれていません。（□囲み編者） 

‐３‐ 
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北方領土に関する主なできごと② 

昭和３１（１９５６）年 

日ソ共同宣言
せんげん

により、両国の国交回

復 ソ連は、平和条約締結
ていけつ

後に歯
はぼ

舞
まい

群島
ぐんとう

と色
しこ

丹
たん

島
とう

を日本に引き渡すこと

に同意 

昭和５６（１９８１）年 
日本政府が、閣議

か く ぎ

で、２月７日を「北

方領土の日」とすることを決定 

平成 ３（１９９１）年 

日ソ共同声明により、北方四島が、

平和条約により解決されるべき領土

問題の対象であることが確認 

平成 ５（１９９３）年 

東京宣言により、領土問題を、北方

四島の島名をあげて、その帰属に関

する問題と位置付ける 

平成 ９（１９９７）年 

東京宣言に基づき、2000 年までに

平和条約を締結するよう全力を尽く

すことで一致（クラスノヤルスク合意） 

平成１０（１９９８）年 

平和条約に関し、東京宣言に基づき、

四島の帰属の問題を解決することを

内容とすることなどについて一致 

（川奈
かわな

合意） 

平成１３（２００１）年 

東京宣言に基づき、四島の帰属の問

題を解決して、平和条約を締結すべ

きことを再確認（イルクーツク声明
せいめい

） 

平成１５（２００３）年 

日露行動計画により、四島の帰属の

問題を解決して平和条約を締結する

ための交渉を加速することを確認 

これからどうなるの？ 

◆ 国際社会とルール 

 国際社会では，各国家は、互いの主権
しゅけん

を尊重

し合わなければなりません。また、国際化が進

む今日では、国家は相互に依存
い ぞ ん

関係を強めて

います。 

 国家同士がよりよい関係を結ぶために、各

国には、国際法を尊重し、協調の精神をもって

行動することが、大切です。 

◆ 国家と外交 

国家同士が、互いの利益や国際社会の秩序
ちつじょ

を確保し合うために、外交が必要となります。 

外交は、国際法などの国際社会のルールに

基づいて行われなければなりません。 

しかし、世界で起こっている紛争
ふんそう

や戦争は、

外交が行きづまった結果であることが多いこ

とも事実です。 

そうした事態を回避
か い ひ

する努力が、全ての国

に求められています。 

大切なことは・・・ 

     
 

☆ 外務省［欧州 北方領土問題］ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/index.html 

☆ 内閣府［北方対策本部] 

http://www8.cao.go.jp/hoppo/index.html 

☆ 北海道［北方領土対策本部］ 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/hrt/index.htm 

☆ 根室市［北方領土対策室］ 

http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf/doc/A

1F12A7E4779F2AC492570C70034CFD8?OpenDo

cument 

☆ 独立行政法人 北方領土問題対策協会 

http://www.hoppou.go.jp/ 
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これまで、何回も両国で合意されて

いながら、領土問題がなかなか解決し

ないようですが・・・。 

‐４‐ 

平成４年（１９９２年）から、相互理解を

深めることを目的に、北方四島交流（ビザな

し交流）が開始されました。日本からは、元

島民などが、四島を訪問しています。 

東京宣言
せ ん げ ん

 

東京宣言には細川総理大臣（当時）とエリツ

ィン大統領（当時）が署名しました。北方領土

問題については次の二点が示されています。 

① 北方四島の島名を挙げて、領土問題がそ

の帰属に関する問題であると位置付けたこと 

② 歴史的・法的事実、両国の合意の上で作

成された様々な文書、法と正義の原則を基礎

に、領土問題を解決するとの明確な交渉指針 

 

平成１０年から、日本は北方四島の住民支

援事業の一環として、人道上の配慮から、北

海道の病院へ患者の受入れをしています。平

成２８年末までに延べ２３２名の患者を受

け入れました。 
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